慶誠高等学校陸上競技部　部則
第１章　総則
第1条 当部は慶誠高等学校陸上競技部と称する。
第2条 当部の創立は2016年4月１日とする。
第3条 当部は慶誠高等学校生徒会会則にのっとり活動運営するものとする。

第２章　目的
第4条 陸上競技を通じて健康の保持増進を図り、走ることの楽しさや厳しさを知り
　　　　競技力向上を目指す。
  第５条　活動を通じて、陸上競技の普及を行う。

第３章　保護者会
　第６条　慶誠高等学校陸上競技部保護者会として設置する。
　第７条　慶誠高等学校陸上競技部保護者会の定める会則を別途設ける。

第４章　規則
　第８条　慶誠高等学校として定められている規則を守る。
　第９条　陸上競技部として定められている規則を守る。
　第１０条　陸上競技部として以下の規則を定める。
　⑴ 他の部活動との兼部を禁止する。
　⑵ SNSなどへの書き込み、部内の情報漏洩、部や個人の批判や誹謗中傷などの
　　 ふさわしくない行為。
　⑶ 著しく協調性に欠け、風紀を乱す行為。
　⑷ アルバイト禁止。
　⑸ 慶誠高等学校の校則に違反した者。
　⑹ 無断で遅刻・欠席を繰り返した者。
　⑺ 部内恋愛の禁止。
　⑻ その他監督の指導を守る。
　⑼ 寮生は寮の規則を守れない者。
· 規則を破った場合の指導として、①退部　②謹慎　③退寮　④保護者面談　⑤奉仕　
活動　⑥訓戒・警告　⑦反省文　⑧頭髪指導　⑨その他、状況に応じて①〜⑨の指導を与える。
　

　第１１条　一度退部した者の再入部は認めない。
　第１２条　走ることに引退はないが、原則として３年の高校駅伝が終わるまで練習に
　　　　　　参加すること。進路等で練習に来れない場合は監督に相談すること。
　第１３条　入部希望の生徒は約１ヶ月間仮入部期間を経て、監督と主将が認めた場合、入　　　
　　　　　　部を許可する。

第５章　部活動費
　第１４条　部費は以下の通りとする。
　　　　＊選手（種目問わず）　月５０００円
　 ＊マネージャー　　　　月１０００円
　　　
　第１５条　支払い方法
　　＊納入は口座振替

　　　肥後銀行　味噌天神支店
　　　　　　店番号：１５７　　　
　　　　　　口座番号：１５４２９８１
　　　　　　口座名：慶誠高等学校陸上競技部顧問中村大樹

　　　・１・２年（選手）
　　　　　年２回払い　前期３００００円　　後期３００００円
　　　・３年（短距離）
　　　　　年１回払い　２００００円
　　　・３年（長距離）
　　　　　年１回払い　４００００円
　　　・マネージャー
　　　　　年/12000円　3年次のみ在籍期間の月×1000円


　第１６条　途中入部・退部・休部の費用
※前期または後期期間中の退部については、年間で既に支出している部分もありますので、返金できませんのでご了承ください。



第６章　スポーツ文化奨学生
　　第１７条　スポーツ文化奨学生としての自覚をすること。
　　第１８条　奨学生区分を口外してはならない。
　　第１９条　一般生の模範となる行動を心がけ、前に立って行動すること。
　　第２０条　３年の高校駅伝終了まで練習に参加すること。尚、陸上競技で進学する選手
　　　　　　　は卒業式まで練習に参加すること。
　　第２１条　スポーツ文化奨学生の休部は病気や監督が許可しない限り認めない。
　　第２２条　スポーツ文化奨学生が退部した場合、一般生扱いとなり、学校の規則に従う。

第７章　心得
　　１ 色んな方から応援されるチームであること。
　　２ マネージャーがいることの感謝の気持ちを忘れない。
　　３ 挨拶・返事・礼儀を心がける。
　　４ 練習や試合に遅れたり、欠席する場合は必ず電話で監督に連絡する。
　　５ 練習の始まりと終わりに全員でグラウンド整備を行う。
　　６ 団体で行動するときは速やかに行動することを心がける。
　　７ 練習ではできるだけ慶誠のウェアーを着用すること。
　　８ 授業中に寝ない・提出物は期限内に必ず出す。
　　９ 言葉遣い・上下関係をしっかりする。
　　１０ 人の悪口・陰口を言わない

第８章 練習
　　⑴朝練習
　　　　練習開始の１５分前にはグラウンドに出てくること。
　　　　６：３０（寮生・進学組）
　　　　７：００（通常）
　　　　７：２０（遠方組）
　　⑵本練習（学校がある日）
　　　　終礼後、走って部室に行き、速やかに着替えを済ませる。
　　⑶土・日・祝日の練習
　　　　学校である場合、練習開始の３０分前には集合し、整備を行う。
　　　　学校以外、練習開始の１５分前には集合し、身体を動かしておく。
　　　　＊学校に来る際は慶誠ウェアーで登校すること。
　　⑷練習の準備は上級生から積極的に行うこと。


この部則は2018/2.10より施行する。
2026.4.10一部変更
